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給与ｋｉｄサポートセンター

「給与ｋｉｄ」年間保守契約のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、「給与ｋｉｄ」をご愛用いただき厚

く御礼申し上げます。

  さて、「給与ｋｉｄ」の給与計算システムは、所得税、社会保険、労働基準法、労働保険等の

法律の上に成り立っています。そのため、法律の改正、例えば年末調整の税額変更等の改正があ

った場合には、正確な改正情報をもとに、速やかに、誤りなく処理しなければなりません。

弊社では、正確な改正情報をもとに、速やかに、誤りなく給与計算をしていただくために、「給

与ｋｉｄ・年間保守契約」制度を設けております。

契約の内容につきましては下記のサービス内容を参照ください。これを機会に是非とも、｢年

間保守契約」を締結いただきますようご案内申し上げます。

敬具

★ サービス内容

① 税法などの法的改正に伴うプログラムディスクの提供

＜契約をされていない場合  ２８､３５０円（税込）/１回＞

② ソフトウエアの部分的機能アップによる新プログラムディスクの提供

＜契約をされていない場合  １０､５００円（税込）/１回＞

③ プログラムディスクの破損による交換

＜契約をされていない場合  ５､２５０円（税込）/１枚＞

④ データが破損した場合の復元処理（可能な限り）

＜契約をされていない場合  １０､５００円（税込）/１回＞

「年間保守契約」を締結して頂いたお客様は上記サービス内容
①～④のサービスを無償で対応致します。



「 給与ｋｉｄ ・ 年間保守契約」の締結の仕方

１．年間保守契約期間

     入金確認日の翌月１日 より１年間です。

２．年間保守契約料金

      ２８，３５０円（消費税込み）

３．ご契約「手続き」方法

    ① 同封の「給与ｋｉｄ・年間保守契約書（甲・乙２枚）」に必要事項を記入・捺印の上、

２枚とも同封されている「返信用封筒」にてご返送ください。

② 同時に、同封の「払込用紙」にて、２８，３５０円（消費税込み）をお支払いくださ

い。入金を確認した時点より契約は有効となります。

③ なお、この契約書は初回契約時だけの記入となります。次年度以降は、入金により自

動更新を行いますので、契約書を記入する必要はありません（「日本法令 給与ｋｉｄ・

年間保守契約書」第５条より）。








